
公立保育所民営化実施計画 

 

１．はじめに 

市内公立保育所の民営化については、平成２１年２月に策定しました「保育所民営化に関す

る基本方針（平成２０年度改訂版）」に基づき推進することとし、実施時期は、「平成２２年度から

保護者や地域住民の理解を得られるなどの民営化推進の条件が整った園から実施していく。」

としています。 

具体的な実施にあたっては、地域住民や保護者への説明会の開催、移管に伴う準備事務に

費やす日程等を考慮すると、全ての保育所の民営化業務を一斉に実施することは困難である

ことから、年次的な推進を行うこととして、当該実施計画を策定します。 

 

 

２．民営化の目的 

本市では、少子化による子どもの数が減少するなか、女性の社会進出や就労形態の変化な

どにより、保育ニーズは年々増加し、その内容も多様化しています。 

一方、厳しい財政状況が続くなかでは、市内の全ての保育所を公立のまま維持することは極

めて困難となっています。 

このような状況に対応するため、積極的に市内の社会福祉法人（名張市社会福祉協議会を

含む）や学校法人の力を借りながら、保育の充実を図り、安心して産み育てられる子育て環境

づくりを進めていくことが必要です。本市では、官民の適切な役割分担を進め、保育や子育て

の支援を充実させるため、公立保育所の民営化を進めていきます。 

 

 

３．保育所の現状 

市内の公立保育所は、平成２１年４月現在で１３保育所あり、そのうち民営化の対象となる

保育所は、へき地保育所である国津保育所を除く次の１２保育所となります。 

（H21.4.1 現在） 

正規職員数 
保育所名 

定員 

（人） 

入所者数

（人）
定員比較

保育士 調理員 
建設年度

昭和 １５０ １８１ 増 １０ ２ S６２ 

名張西 １５０ １７４ 増 ９ ３ H１５ 

蔵持 ７０ ７２ 増 ４ １ S５４ 

大屋戸 ５０ ６１ 増 ３ １ S５４ 

薦原 ４０ ３９ 減 ３ １ H７ 

西田原 ７０ ７６ 増 ６ １ S５３ 

東部 １１０ １２１ 増 ８ １ S５１ 

比奈知 １３０ １４９ 増 １０ １ S５４ 

滝之原 ６０ ５７ 減 ３ １ S６０ 

錦生 ４５ ２０ 減 ３ １ S５１ 

赤目 １２０ ８４ 減 ７ １ S５７ 

桔梗が丘 １８０ ２０２ 増 １０ ３ H６ 
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平成２１年４月時点において、８保育所が定員より多い児童を措置し、４保育所が定員割れ

となっています。ただし、１２保育所の定員に比べ６１名多い児童を措置しています。 

また、保育所の正規職員（保育士、調理員）について、退職者補充を行わない場合の推移

は、以下のとおりとなります。 

（単位：人） 

 H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ 

保育士 ８３ ８０ ７７ ７５ ７１ ６８ ６３ ６２ 

調理員 １７ １７ １７ １６ １６ １６ １４ １４ 

 

 H２８ H２９ H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ H３５ 

保育士 ６１ ５７ ５５ ５３ ４７ ４４ ４３ ４０ 

調理員 １１ １０ １０ ９ ８ ６ ６ ６ 

※ 保育士数には「こども支援センターかがやき」及び「子育て支援室」配置の保育士４名が含まれます。 

 

 

４ 民営化推進に係る課題 

公立保育所の民営化に当たっては、次の事項が課題となります。 

 

      ①地域住民、保護者の合意 

         民営化の実施に当たっては、候補となる保育所の保護者や地域住民の理解を得る

必要があります。 

 

②既存幼稚園との連携 

平成２０年３月に「名張市就学前教育・保育に関する検討委員会」から受けた提言

を尊重し、市内既存の公立・私立幼稚園との連携強化を検討する必要があります。 

 

③施設の移管手続き 

   民営化に際し、移管先法人に土地は無償貸与、建物は無償譲渡することとしてい

ます。このため、建物登記等の移管手続きを行う必要があります。 

 

④施設の整備 

   民営化する保育所の中には、建設年度が昭和５６年度以前のものもあります。この

ため、耐震改修を民間手法で対応する必要があります。 

 

⑤職員の処遇 

現在の保育所正規職員（保育士、給食調理員）の雇用実態を鑑み、名張市社会福

祉協議会への派遣等も検討し、民営化後の正規職員の適正な配置を行う必要があり

ます。 

 

      ⑥保育内容の質の確保 

基本方針に基づき、民営化により保育所の延長保育、一時保育、障害児保育等の

特別保育の充実を図る必要があります。 
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５ 具体的な取り組み 

以上のような課題事項を踏まえ、民営化の推進については、次のとおり取り組むこととしま

す。 

      ①実施時期 

平成２２年度から平成２４年度の３年間で取り組むこととします。なお、それぞれの

年度の実施日は４月１日とします。 

 

②年次計画 

         各年度の実施保育所は次のとおりとします。 

         なお、平成２３年度以降の取り組みについては、公募に伴う受け入れ法人の有無

や事前準備業務の進捗状況等により、毎年度実施計画の見直しを行うこととします。 

 

平成２２年度（第１次） 昭和保育所、名張西保育所、東部保育所、西田原保育所 

平成２３年度（第２次） 桔梗が丘保育所、蔵持保育所、滝之原保育所、錦生保育所 

平成２４年度（第３次） 比奈知保育所、赤目保育所、大屋戸保育所、薦原保育所 

 

③平成２２年度実施理由 

         「昭和保育所」「名張西保育所」「東部保育所」「西田原保育所」の平成２２年度実

施理由は、次のとおりとします。 

 

ア 昭和保育所、名張西保育所、東部保育所は、大規模保育所であり、民営化に伴

う国県負担金の財源確保が期待できること。 

 

イ 西田原保育所は建設年度が昭和５６年度以前ではあるものの、他に調整・整理を

要する事項がなく、事業推進に支障がないこと。 

 

ウ 上記の４保育所とも乳児保育を実施しており、さらに、昭和保育所、名張西保育所

は午後７時１５分まで、東部保育所は午後８時までの延長保育を実施し、名張西保

育所は休日保育を実施しており、それぞれが保育ニーズの高い保育所であること。 

 

      ④平成２３年度以降の年次設定理由 

残る保育所の平成２３年度及び２４年度の実施理由は、次のとおり調整・整理が必

要となることによるものです。 

 

年度 保育所名 調整・整理を必要とする事項 

桔梗が丘 ・近隣の私立幼稚園との連携・調整が必要となります。 

蔵持 
・敷地が隣接する小学校と共有しているため、その整理が必要となります。 

・昭和５６年度以前の建設のため耐震調査の結果によっては改修工事が必要となります。 

H２３ 

滝之原 

・入所者が定員に満たない小規模保育所のため移管先法人の安定的経営を維持するた

めの調整（複数移管）が必要となります。 

・敷地が隣接する小学校と共有しているため、その整理が必要となります。 
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錦生 

・移管に際して敷地の調整が必要となります。 

・昭和５６年度以前の建設のため耐震調査の結果によっては改修工事が必要となります。 

・入所者が定員に満たない小規模保育所のため移管先法人の安定的経営を維持するた

めの調整（複数移管）が必要となります。 

比奈知 
・人権保育の実践保育所に伴う調整が必要となります。 

・昭和５６年度以前の建設のため耐震調査の結果によっては改修工事が必要となります。 

赤目 
・人権保育の実践保育所に伴う調整が必要となります。 

・移管に際して敷地の調整が必要となります。 

大屋戸 
・移管に際して敷地の調整が必要となります。 

・昭和５６年度以前の建設のため耐震調査の結果によっては改修工事が必要となります。 

H２４ 

薦原 

・移管に際して敷地の調整が必要となります。 

・入所者が定員に満たない小規模保育所のため移管先法人の安定的経営を維持するた

めの調整（複数移管）が必要となります。 

 

６ 民営化推進の日程 

    平成２２年４月までの主な日程は、次のとおりとします。 

 

平成 21 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 

４月～５月 

５月     

５月     

５月     

５月～６月 

６月     

６月     

６月～７月 

６月～    

７月      

１０月     

３月      

 

４月１日   

民営化実施計画（案）策定 

議会説明 

民営化実施計画策定 

法人公募要項作成 

地元、保護者会、職員組合説明 

移管先法人公募 

選定委員会設置、民営化法人選定 

地元、保護者会、職員組合説明 

移管法人との調整開始 

建物表題登記手続き 

新年度入所者募集 

設置運営移管に関する協定締結 

土地無償貸付、建物無償譲渡関連手続き 

民間保育園開園 
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